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子育て世帯への臨時特別給付金を年内に一括給付します 

 

18 歳以下の児童への臨時特別給付金１０万円を、当初は全額現金とし、２

回に分けて（５万円×２回）給付する計画でしたが、年内に１０万円を一括

で給付する方法に変更します。 

 
■支給日（予定） 

  令和３年１２月２７日（月） 

 

■一括給付の主な理由 

 ・速やかな給付が可能となり、卒業・入学・新学期に向けた支援になるので、市民ニー

ズにも沿うものである。 

 ・一括給付とすることで、事務の効率化を図り、振込手数料などの経費を削減できる。 

 

■経緯 

・令和３年１１月１９日に閣議決定された経済対策により実施する事業として、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、一

時金を支給するものです。 

・年収９６０万円を超える世帯を除き、１８歳以下１人当たり１０万円相当の支援を行

うもの。５万円の現金の給付に加えて、来年春の卒業・入学・新学期に向けた子育て・

教育関連に使えるクーポンとして配布するとされていました。 

・これを受け、市としては 10 万円を全額現金として２回にわけて給付する方針でした

が、12月 13日に国が 10万円の一括給付を容認する方針としたため、変更するもので

す。 

 

■今後の手続き 

 ・市議会に追加の補正予算案を提出します。 

 ・すでに市民には先行給付金として５万円を支給する旨の案内通知を発送しているため、

改めて一括給付に変更した旨の通知を郵送予定です。 

 

 

※ 児童手当の対象となっている世帯に対し、年内に一括給付するものです。高校生相当の

児童を養育する方や公務員の方については申請が必要なため、年内の一括給付は対象外

となります。 

 


